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一般社団法人日本病院会長殿

医政発 03 2 5第8号
平成28年 3月 25日

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛てに通知を発出いたしましたの

で、御了知願います。



⑤ 

各都道府県知事 殿

医政発0325第7号

平成 28年 3月 25日

厚生労働省医政局長

（公印省略）

社会医療法人の認定要件の見直し及び認定が取り消された医療法人の

救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画について

昨年9月 28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」（平成27年法律第74

号）により医療法（昭和 23年法律第 205号〉が改正され、社会医療法人に関して、①

認定要件について、ーの都道府県において病院を開設し、それ以外の都道府県におい

て診療所を開設する医療法人であって、当該病院及び当該診療所における医療の提供

が一体的に行われていることなど一定の要件を満たすものは、当該診療所の所在地の

都道府県においては救急医療等確保事業の実施を要しないこと、②認定を取り消され

た医療法人について、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画を

作成し、その計画が適当である旨の都道府県知事の認定を受げた場合には、社会医療

法人が実施できる収益業務を行うことができることとされ、本日公布された「医療法

の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」（平成 28年政令第 81号）により、

これらの改正については、本年9月1日（以下「施行日」という。）から施行するこ

ととされたところである。

これに伴い、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及

び経過措置に関する政令」（平成 28年政令第 82号）及び「医療法施行規則の一部を

改正する省令」（平成 28年厚生労働省令第 40号）が本日公布され、それぞれ施行日

、から施行することとされたところである。

これらの施行に合わせて、「社会医療法人の認定について」（平成 20年医政発第

0331008号厚生労働省医政局長通知）及び「「医療機関債」発行等のガイドラインにつ

いてJ（平成 16年医政発第 1025003号厚生労働省医政局長通知）の一部を別添1及び

別添2のとおり改正し、施行日から適用することとしたので、御了知の上、適正な運

用に努められたい。

なお、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の認定を受けた

医療法人の法人税法上の取扱い等については、別途通知する予定である。



（別添 1) 

0 「社会医療法人の認定について」（平成20年医政発第0331008号）の一部改正

（下線の部分は改正部分）

改 正 後 改 iE 前

第2 社会医療法人の認定要件 第2 社会医療法人の認定要件

1～3 （略） 1～3 （略）

4 救急医療等確保事業に係る業務の実施について（法第42条のZ第 1 4 救急医療等確保事業に係る業務の実施について（法第42条のZ第 1

項第4号関係） 項第4号関係）

(1) 当該医療法人が開設する病院又は診療所（当該医療法人が地方自治 (1) 当該医療法人が開設する病院又は診療所（当該医療法人が地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条のZ第3項に規定する指定 法（昭和ZZ年法律第67号）第244条のZ第3項に規定する指定

管理者として管理する公の施設である病院又は診療所を含む。以下問 管理者として管理する公の施設である病院又は診療所を含む。以下同

じ。）のうち、 1以上（2以上の都道府県の区域において病院又Iま診療 じ。）のうち、 1以上（2以上の都道府県の区域において病院文は診療

所を開設する医療法人にあっては、それぞれの都道府県で1以上.Jill 所を開設する医療法人にあっては、それぞれの都道府県で1以上）の

に掲げる場合を除く。））のものが、当該医療法人が開設する病院又は ものが、当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県

診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載された法第30 が作成する医療計画に記載された法第30条の4第Z項第5号イから

条の4第Z項第5号イからホまでに掲げるいずれかの事業（以下「救 ホまでに掲げるいずれかの事業（以下『救急医療等確保事業』という。）

急医療等確保事業」という。）に係る業務を当該病院又は診療所の所在 に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行って

地の都道府県において行っていること。 いること。

.fil 2以上の都道府県において病院又は診療所査開設する医療法人の

うち. 1の都道府県においてのみ病院査開設し、かつ、当該病院の所

在地の都道府県の医療計画において定める法第30条の4第2項第1

2号に規定する区域（以下『二次医療圏」とい宣.＞ Iこ隣接した当該都

道府県以外の都道府県の医療計画において定める一次医療圏において



診療所を開設する医療法人であって、当該病院及び当該診療所におけ

る医療の提供が一体的に行われているものとして次に掲げる基準に適

合するものは、当該診療所の所在地の都道府県においては救急医療等

確保事業の要件を満たすことを要しないこと。

虫当該病院及び当該診療所の所在地のそれぞれの都道府県の医療許

画において、当該病院及び当該診療所の所在地を含む地波における

医療提供体制に関する事項を定めていること向

盛当該医療法人の開設する全ての病鶴‘診療所及び介護老人保健施

設が、当該病院の所在地存含む二次医療園及び当該二次医療圏に隣

接した市町村（当該病院の所在地の都道府県以外の都道府県の市町

村であり、特別区を含む円以下『隣接市町村IというJ に所在する

L主ι

@ 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施

設が相互に近接していること。

送 「ilI権！とは‘概ね1・Okm圏内に所在し、自動車で移動する場

合、概ね30分以肉で到達が可能であるもの。

重量 当該病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する休

制に照らして、当銭診療所（隣接市町村に所をするものに限る。）に

おける医療の提供について基幹的な役割を担っていること。

※ 「基幹的な役割審担う1とは‘当該病院の病床数が当該診療所

の病床数に比して 10倍以上であり、かっ、願者がその状態に応

じて‘当該病院文は当該診療所の受診多容易に選択できる地理的

環境にあるもの。

、fil （略J I ill ＜略）

5 （略J I s c賂）

6 公的な運営に関する要件について（法第42条のZ第1項第6号関係JI 6 公的な運営に関する要件について（法第42条のZ第1項第6号関係）



(1) （略）

ω 医療法人の事業について（規則第30条の35の立第1項灘Z号関

係）

①社会保険診療（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第2

6条第Z項に規定する社会保険診療をいう。以下閉じ。）に係る収入

金額（労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に係る患

者の診療報酬（当該診療報酬が社会保険診療報酬と同ーの基準によ

っている場合又は当該診療報酬が少額（全収入金額のおおむね10 

0分の 10以下の場合をいう。）の場合に限る。）を含む。）、健康増

進法（平成14年法律第103号）第6条各号に掲げる健康増進事

業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業（健康診査に係

るものに限る。以下閉じ。）に係る収入金額（当該収入金額が社会保

険診療報酬と同ーの基準により計算されている場合に限る。）及び助

産（社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。）に係る収入

金額（ 1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるとき

は、 50万円を限度とする。）の合計額が、全収入金額（損益計算書

の本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に係

る事業収益の合計額をいう。）の 10 0分の80を超えること。＿（＿；二

の場合において、規則第30条の35の3第1項第2号イの半ll'iE'に

当たっては、介謹保験法（平成9年法律第 123号）の規定に基づ

〈保険鎗付に係る収入金額の一部等も社会保険診療に係る収入に含

まれることに留意することJ

なお、健康増進事業に係る収入金額l立、次に掲げる健康診査等に

係る収入金額の合計額とする。

イ～ヌ（略）

(1) （略）

(2) 医療法人の事業について（規則第3o条の35の主第1項第2号関

係）

①社会保険診療（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第Z

6条第Z項に規定する社会保険診療をいう。以下閉じ。）に係る収入

金額（労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に係る患

者の診療報酬（当該診療報酬が社会保険診療報酬と同ーの基準によ

っている場合文は当該診療報酬が少額（金収入金額のおおむね10 

0分の 10以下の場合をいう。）の場合に限る。）を含む。）、健康増

進法（平成14年法律第 103号）第6条各号に掲げる健康増進事

業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業（健康診査に係

るものに限る。以下回じ。）に係る収入金額（当該収入金額が社会保

険診療報酬と同ーの基準により計算されている場合に限る。）及び助

産（社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。）に係る収入

金額（ 1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるとき

は、 50万円を限度とする。）の合計額が、全収入金額（損益計算書

の本来業務事業損益、附帯業務事業損益及ぴ収益業務事業損益に係

る事業収益の合計額をいう。）の 1b 0分の80を超えること。

なお、健康増進事業に係る収入金額I土、次に掲げる健康診査等に

係る収入金額の合計額とする。

イ～ヌ（略）

一、



② 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に

係る患者以外の患者をいう。以下同じ。）に対し請求する金額が、社

会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。

なお、社会保険診療報酬と同ーの基準とは、次に掲げるもののほ

か、その法人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法に関する厚生労

働省告示の別表に掲げる療養について、同告示及び健康保険法の施

行に関する諸通達の定める所により算定した額量産以下であること

の定めがされており、かつ、報酬の徴収が現にその定めに従ってさ

れているものであること。

イ～ロ（略）

③（略）

7～8 （略）

第3 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項

1～2 （路）

3 社会医療法人の名称の登記

。）（略）

（幻 (1)により名称の変更について変更の登記をしたときは、筆記事項

及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出るものとするこ

と（医療法施行令（昭和23年政令第326号n 以下「令IというJ第

5条の 12参照）。

。）（略）

4～5 （略）

~ 社会医療法人の認定を取り消された医療法人の救急医療等確保事業に

係る業君事の継続剖な実施に関する計画の認定等

(1) 社会医療法人の寵定を取り消された医療法人のうち‘次に掲げる事

② 自費患者（社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に

係る患者以外の患者をいう。以下同じ。）に対し請求する金額が、社

会保険診療報酬と同ーの基準により計算されること。

なお、社会保険診療報酬と同ーの基準とは、次に掲げるもののほ

か、その法人の診療報酬の額が診療報酬の算定方法に隠する厚生労

働省告示のjjlj表に掲げる療養について、同告示及び健康保険法の施

行に関する諸通達の定める所により算定した額以下であることの定

めがされており、かつ、報酬の徴収が現にその定めに従ってされて

いるものであること。

イ～ロ（略）

③（略）

7～8 （略）

第3 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項

1～5 （略）

3 4土会医療法人の名称の登記

(1) （略）

(2) (1)により名称の変更について変更の登記をしたときは、畳記事項

及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出るものとするこ

と（医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5条の 12参照）。

(3) （略）

4～5 （略）

」蓋童L



項に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施

に関する計画（以下『実施計画1という。）を作成し、これを都道府県

知事に提出し‘その実施計画が適当である旨の認定を受けることがで

主金三主L

型社会医療法人の認定を取り消された事由が、法第42条のZ第 1

項箪5号ハに掲げる要件（救急医療籍確保事業に係る業務の婁舗）

存欠〈に至ったことであって、当該事件存欠〈に至ったことが芙fil‘

人口の著しい減少その他の当該医療法人の責めに帰することができ

ないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものであるこ

主L

盛法第42条のZ第 1項各号（第5号ハを除く。）に掲げる要件に該

当するものであること。

旦L実施計薗の認定を受けようとする医療法人は、次に掲げる書類を提

出主ゑ三よL
ill認定申請書別添7

盆実施計画別Mi8 （規則第30条の36の3第 1項の様式第1の

豆L
＠第3の1のmの①の「社会医療法人の認定申請等関係書類Iのう

ち当該医療法人が法第42条の2第 1項第1号から第6号まで（第

5号ハ存除＜ ＂＇に椙げる要件に該当することを笹する書類

盆当該医療法人の定敏文は寄附行為の写し

笠L都道府県知事は‘婁施計画が次に掲げる事項のいずれにも適合する

と認めるときは‘その認定をすることができること（実施許函認定書

別添9）。認定に当たっては、あら企L金轟道府県医療審議会の意見を



聴かなければならないこと。

ill 当該医療法人が‘法第42条のZ第 1項各号（第5号ハを除〈。）

に掲げる要神に該当すること”

＠実施計薗に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必

要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると

見込まれるものであること。

＠実姉軒函に程鼓された救急医療等確保事業に係る業務が、当該実

施期聞にわたり継続して符われる左買込まれるものであること。

i金実施計画の認定巷受けた医療法人は、法第42条の2第1項及び第

3項の規定の例により収益業務手行うことができること”

旦L実飽計宙の認定を受けた医療法人l主、毎会計年度終了後3月以内

に、次の書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。

ill実施計画の実施状況報告書別添10 （規則第30条の36の9

第 1項の様式第1の4)

＠第3の1の(1)のめの「社会医療法人の盟定申請等関係書類1のう

ち当該医療法人が法第42条の2第 1項第1号から第6号まで（第

5号ハを除〈。）に掲げる要件に該当することを註する書類

笠L (5）の規定にかかわらず、実施計画の認定を受けた医療法人l立‘次

に掲げる会計年度においては、次に定める日後3周以肉に‘婁摘状沼

報告書存都道府県知事に提出しなければならないこと。

①実施計画の認定が取り消された日の属する会計年度 当該取り消

主主主旦
②実施計画に記載さ私立空調期間の終了文は社会医療法人の認定を



受けたことにより、実施計画の認定の効力を失った自の属する会計

年度当該効力多突った日

立L実施計画の認定を受けた医療法人l立、その認定に係る実施計画を変

重しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記裁

した申詰書（実施計画変更認定申請書 別添11)に変更後の実施計

画を添えて‘都道府県知事に提出し、その認定を受けなければならな

位三主L

盆L都道府県知事は、実施軒画の認定客受けた医捜法人が令第5条の5

の6第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要に応じ‘

速やかに法第63条の規定による医療法人の事務所への立入検査又は

法第64条の規定による医療法人に対する改善命令を発出したよで、

令第5条の5の日第1項の規定により実施計画の認定を取り消し（実

姉計画認定取消書別添12）、収益業務の全部の停止を命ずること白

取り消しに当たっては、あらかじめ都道府県医療審議会の意寛容聴か

なければならないこと白

盟L実施計画の認定を受けた医療法人が‘社会医療法人の認定を受けた

場合には、実施計画の認定は、社会医療法人の認定客受けた目から将

来に向かってその効力を失うこと。

且Q2_ 実施計画の認定を受けた医療法人は、分割することはできないこ

主L

7 その他 6 その他



(1)～ω）（略）

(4) 附帯業務及び収益業務の実施について

定款文は寄附行為に定めのない業務を行うことは法令に違反する事

実となるため、新たに法第42条各号に掲げる業務及び同法第42条

のZ第 1項文は法第42条の3第2項に規定する収益業務を行う場合

にあっては、定款又は寄附行為の変更等の手続きに遺漏がないよう留

意するものであること。（以下略）

(5) 収益業務の区分経理について

社会医療法人文は実施計画の認定を受けた医療法人が収益業務を行

う場合にあっては、収益業務から生ずる所得に関する経理と収益業務

以外の業務から生ずる所得に関する経理とをそれぞれ区分して行わな

ければならないものとすること。（以下略）

(6）～（7) （略）

別添1、2 （略）

_jjfj表ユ

型蓋_g_

別添3～6 （略）

盟丞工

盟丞旦

型丞旦

型丞エ旦

型丞エユ
型丞工_g_

(1)～（3) （略）

(4) 附帯業務及び収益業務の実施について

定款又Iま寄附行為に定めのない業務を行うことは法令に違反する事

実となるため、新たに法第42条各号に掲げる業務及び同法第42条

のZ第 1項に規定する収益業務を行う場合にあっては、定款又は寄附

行為の変更等の手続きに遺漏がないよう留意するものであること。（以

下略）

(5) 収益業務の区分経理について

社会医療法人が収益業務を行う場合にあっては、収益業務から生ず

る所得に関する経理と収益業務以外の業務から生ずる所得に関する経

理とをそれぞれ区分して行わなければならないものとすること。（以下

略）

(6）～（7) （略）

別添1、Z （賂）

別表

」蓋童L
別添3～6 （略）

」蓋盤L
」益重L
」盤量L
」輩量L
」益重L
」量産L



（下線の部分Iま改正部分）

改 正 後 改 正 前

｜別表， I ｜別表｜

医標法第42条のZ第 1項第4号（口を除〈）の要件に該当する旨を説明する書類 医療法第42条のZ第 1項第4号の要件に該当する旨を説明する書類

申請者名 印 申請者名 印

住 ヨ~－ 件 所目

以下のとおり相違ありませんa 以下のとおり相違ありません。

開設する全ての病院又は診療所
救急医療等確保事業

開設する全ての病院文は診療所
救急医療等確保事業

名 称 所 在 地 の別 名 称 所 在 地 の別



（記載上の注意事項） （記載上の注意事項）

or開設する全ての病院又は診療所J欄には、医療法第42条の2第1項第5号の基 0 「開設する全ての病院文は診療所」欄には、医療法第42条の2第1項第5号の基
準に適合するか否かに係わらず開設する病院又は診療所（指定管理者として管理す 準に適合するか否かに係わらず開設する病院文は診療所（指定管理者として管理す
る病院又は診療所を含む．）を全て記載すること。 る病院又は診療所を含む。）を全て記載すること巴

02以上の都道府県の区域において病院又は診療所を開設する場合は、都道府県毎に 0 2以上の都道府県の区域において病院又は診療所を開設する場合は、都道府県毎に

順に記載すること。 順に記載すること固

0 「救急医療等確保事業の別J欄に記載する内容は、申請書伺U添2--ll又は決算 0 「救急医療等確保事業の別』欄に記載する内容は、申請書句リ添2-1）又は決算

届 {EIJ添2-2）に記載した内容と一致していること。 届（別添2-2）に記載した内容と一致していること。

I ~I］表 21 （新設）

医療法第42条のZ第1項第4号ロの要件に該当する旨を説明する書類

申請者名 印

仕 所・

以下のとおり相違ありません。

1 開設する病院の所在地と同一二次医療圏に開設する全ての病院、診療所及び介護老

人保健施設

二次医療 許可病床
救急医療等

名 称 所 在 地 確保事業の
園 数

ZIJ 



) 

z 隣接市町村（注）に開設する全ての診療所及び介護老人保健施設

二次医療 許可病床
救急医療等

名 称 所 在 地 確保事業の
圏 数

別

（注）隣接市町村とは、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む二次医療圏に隣接

した市町村（当該病院の所在地の都道府県以外の都道府県の市町村であり、特別区

を含む。）のこと。

（記載上の注意事項）

0 医療法第42条の2第1項第5号の基準に適合するか杏かに係わらず開設する

病院、診療所（指定管理者として管理する病院文は診療所を含む。）及び介護老人

保健施設を全て記載すること。。『救急医療等確保事業のEIJJ欄に記載する内容は、申請書 (glj添2-1）文は決

算届句リ添2-2）に記載した内容と一致していること。

陣付書鋼

0 当該医療法人が開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設の所在地が示

された地図



[]ijJ[2J 
平 成 年 月 日

都道府県知事殿

主たる事務所の所在地

医療法人 会

理事長 印

救急医療等確保事業に係る業務の

継続的な実施に関する許画の認定申請書

社会医療法人の要件を欠くに至ったことが、本法人の責めに帰することができない事

由として、 00であることから、医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5条の

5の2第2項並びに同法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第30条の36の5

及び第30条の36の自の規定に基づき、医療法（昭和23年法律第205号）第42

条の3第1項に規定する実施計画の認定について、実施計画等を添えて申請します。

」産量L



~ 
医療法施行規則様式第1の3 （第30条の 36の3関係）

救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画

1.救急医療等確保事業に係る業務

(1）救急医療等確保事業に係る業務を継続的に実施する趣旨

(2）救急医療等確保事業に係る業務の実施内容

(3）実施期間中に整備される救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び

設備の取得価額の見積額の合計額（※）： 円

(4）実施期間中に整備される救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び

設備の詳細

整備される施設及び設備の内容 取得価額の見積額

円

円

」益重L

v 



円

円

円

合計額（※）

円

(5）救急医療等確保事業に係る業務の実施期間平成年月 日から平成年月

固までの期間（ 年）

（記載上の注意事項）

01. (2）『救急医療等確保事業に係る業務の実施内容j には、実施する事業の別、実

施する医療機関名などを記載すること。

01. (3）の（※）は、 1. (4）の（※）と一致させること。

01目（4）「整備される施設及び設備の内容」欄には、 1 (2）に記載した救急医療

等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備であり、かつ、 1. ( 5）に記載

した実施期間内に確実に整備されると見込まれるものの内容を記載すること。

01. (4）『取得価額の見積額J欄には、添付書類「整備される施設及び設備の取得価

額の見積額に係る見積書等（写し）の証拠書類』で確認可能な事業費を記載すること。

01. (5）「救急医療等確保事業に係る業務の実施期間Jは、事業開始日（予定日）を

起算日として、 12年（救急医療等確保事業に係る業務を実施する病院又は診療所の所

在地を含む区域における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合

その他特別の事情があると都道府県知事が認めるときは、 i8年）以内とすること。



2. 収益業務

(1）収益業務の実施内容

( 2）収益業務の実施期間．平成年月 日から平成年月 日までの期間

（年）

（記載上の注意事項）

02. (1）の収益業務の実施内容については、目的及び単年度の収益見込みを記載す

ること。

02. (2）の収益業務の実施期聞は、 1 (5）の実施期間と同一にすること。

匿E毒菌

1.整備される施設及び設備の取得価額の見積額に係る見積書等（写し）の証拠書類

2.平成20年 3月 31日医政発第 0331008号厚生労働省医政局長通知『社会医療法人

の認定について」第3の1 (1）①の「社会医療法人の認定申請等関係書類』のうち

当該医療法人が法第42条のZ第1項第1号から第6号まで（第5号ハを除く。）に

掲げる要件に該当することを証する書類

3.定款又は寄附行為の写し



~ 

平成00年00月00日

医療法人00会

理事長 0 0 0 0 殿

0 0県知事

救急医療等確保事業に係る業務の

継続的な実施に関する計画の認定について

貴法人から平成00年00月00日付けでされた医療法（昭和23年法律第205

号）第42条の3第1項の規定に係る認定申請については、同法施行舎（昭和23年政

令第326号）第5条の5の3の要件を満たすものとして認定したので通知します。

なお、認定後においても、同法施行令第5条の5の6第l項各号のいずれかに該当す

る場合には、この認定を取り消すこととなることからこの旨申し添えます。

」蓋盤L



~ 医療法施行規則様式第1の4 （第30条のおの9関係）

救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の

実施状況報告書

一 l 」霊童L

平成年月日

1 .計画

主たる事務所の所在地

医療法人

理事長

( 1 ）救急医療等確保事業に係る業務

①救急医療等確保事業に係る業務を継続的に実施する趣旨

②救急医療等確保事業に係る業務の実施内容

会

印

＠実施期間中に整備される救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び

設備の取得価額の見積額の合計額（※）： 円



＠実施期間中に整備される救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び

設備の詳細

整備される施設及び設備の内容 取得価額の見積額

円

円

円

円

円

合計額（※）

円

⑤救急医療等確保事業に係る業務の実施期間．平成年月 日から平成年月

日までの期間（年）

( 2）収益業務

I・ ①収益業務の実施内容



②収益業務の実施期間：平成年月 日から平成年月 固までの期間（年）

（記載上の注意事項）

0都道府県知事の認定を受けた「救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に闘す

る計画Jより転記すること。

2.実績

( 1)救急医療等確保事業に係る業務の実施状況

事 業の別 病院等 名称 実績（件数等）

・・・・・・4・・・・・......‘・・..・・－－－－－－－－－－－・E・－・・・・E・・ーーー・．

ー...・・・・ー・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－，司’...圃

( 2）実施期間中に整備された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び

設備の状況

（単位：円）

実施期間

平成 平成 平成 平成 平成 平成

項 日 年度 年度 年度 年度 年度 年度

｛年 （年 ｛年 （年 （年 （年

月 日～ 月 日～ 月 日～ 月 日～ 月 日～ 月 日～



年月 年月 年月 年月 年月 年月

日） 日） 日〉 日） 日） 日）

各施設

及ぴ設

備の内 －・．．．．．．．．．．．．．

容・取得

価額

取得価額の合計額

仏）

取得価額の累計額

取得価額の見積額

の合計額又は前期

の（C)

＠） 

取得未済残額

(B-A) 

（ω 

（記載上の注意事項）

O 「各施設及び設備の内容・取得価額J欄には、 1. ( 1）④の f整備される施設及び

設備の内容」及び「その施設及び設備ごとの取得価額Jを記載すること。

0毎年度、実施期間に係る全ての実績を記載すること。



(3）収益業務の実施状況

①収益業務の実施内容

②経理の状況

・収益業務事業収益 千円

・収益業務事業費用一一一一一一一ー千円

・収益業務事業損益一一一一一一一一千円

医E詞
1.平成20年 3月 31日医政発第0331008号厚生労働省医政局長通知『社会医療法人

の認定について』第3の 1 (1）①の『社会医療法人の認定申請等関係書類Jのうち

当該医療法人が法第42条のZ第1項第1号から第日号まで（第5号ハを除く。）に

掲げる要件に該当することを証する書類（令第5条の5の5第2項の規定による場合

を除く。）

2.整備された施設及び設備の取得価額に係る契約書、請求書、領収証等の証拠書類（写

し）



00豆E

都道府県知事殿

平成年月日

主たる事務所の所在地

医療法人 会

理事長

救急医療等確保事業に係る業務の
継続的な実施に関する計画の変更認定申請書

印

医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5条の5の4第1項及び同法施行規則

（昭和23年厚生省令第50号）第30条の36の8第1項に規定する実施計画の変更

の認定について、変更後の実施計画を添えて申請します。

記

1.変更の理由

2.変更しようとする事項

」重量L



~ 

平成00年00月00日

医療法人00会

理事長 0 0 0 0 殿

0 0県知事

救急医療等確保事業に係る業務の

継続的な実施に関する計画の認定の取消しについて

貴法人については、下記のとおり医療法施行令（昭和23年政令第326号）第5条

の5の6第1項第O号に該当することが認められたため、同規定により、医療法（昭和

23年法律第205号）第42条の3第1項の規定に係る認定を取り消します。

記

（取り消した理由）

注．定款又は寄附行為に規定された収益業務の削除等について、定款又は寄附行為の変

更認可申請を早急に行うこと。

」蓋霊L



（別添2)

O 「「医療機関債」発行等のガイドラインについて（平成 16年医政発第 1025003号）』の一部改正

改正後

I・ 『医療機関債j発行等のガイドライン

第 1 （略）

第Z 医療機関債を発行するに当たって遵守すべき事項等

1～4 （路）

5 発行条件等

(1)利率等

① f前略）

（月lj添）

なお、医療法人の役員及び当該役員の同族関係者について利率等に差

異を設けることは、医療機関債の発行主体が、社会医療法人.~霊法箪

42条の3第1壇の認定を受けた医療法人文は特定医療法人であるとき

は規則第30条の35の3第1項第1号ホ又は租税特別措置法施行令

（昭和32年政令第43号）第39条の25第1項第3号にいう『特別

の利益の付与」に該当する可能性があることに留意すること。

(2）～（3) （略）

日～7 （略）

第3 （略）

（参考）関連諸規定 （賂）

（下線の部分l主改正部分）

改正前

「医療機関債」発行等のガイドライン

第 1 （略）

第Z 医療機関債を発行するに当たって遵守すべき事項等

1～4 （略）

5 発行条件等

(1)利率等

① （前略）

（別添）

なお、医療法人の役員及び当該役員の同族関係者について利率等に差

異を設けることは、医療機関債の発行主体が、社会医療法人又は特定医

療法人であるときは規則第30条の35のZ第1項第 1号へ又は租税特

別措置法施行令（昭和32年政令第43号）第39条の25第1項第3

号にいう『特別の利益の付与」に該当する可能性があることに留意する

こと固

(2）～（3) （略）

B～7 （略）

第3 （略）

（参考）関連諸規定 （略）


